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寒川町の人口と住宅の現状（寒川町空家等対策計画抜粋）
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現地調査結果 － 地区別空き家件数（件数順）

地区別位置図

現地調査及びアンケート調査結果等により
判明した平成３０年度時点の空家件数は、
１４５件。



寒川町の人口と住宅の現状（寒川町空家等対策計画抜粋）
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本町の空き家に関する具体的課題

【課題① 空き家とならない予防】

【課題② 空き家の適切な管理】

【課題③ 空き家を解消する除却や利活用】

高齢化率の上昇や、６５歳以上の単身世帯数の増加等により今後空き家が増加することが懸念される。
所有している建物が空き家とならないよう、所有者とその親族が相続について考えるきっかけ作りなど、
予防に関する周知や啓発が必要。

適正に管理されていない空き家について、周辺に悪影響を及ぼしている場合には、空き家を適切に管理す
ることを所有者に促していく必要がある。所有者自らの改善が見られない場合には、適切な段階で空家法
に基づく措置を実施していく必要がある。

空き家の状態が長期化した場合、老朽化等に伴い資産価値が下がるとともに、管理不全となる可能性が
あるため、空き家を解消するために利活用や除却の促進につながる取り組みが必要。

本町の基本的な取り組み方針 「予防」・「適正管理」・「除却、利活用」



寒川町の空き家に関わる具体的取り組み 【適正管理】
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平成30年に実施した空き家実態調査結果から抽出された空き家について、住民基本台帳や固定資産税情報、
GIS等を使用し継続的な調査を行っている。H30年度の当初調査時点 １４５件

Ｒ５年度※R6.1.1時点 Ｒ６年度※R7.1.1時点

空き家実態調査の
継続確認結果件数

９３件 ８２件

１１件の減少
※H30当初から ６３件の減少

当初調査で把握した空家数１４５件のうち、R7.1.1時点で
６３件が空家状態が解消された。この内、ほぼ全件にあた
る６１件は、滅失・売却により空家状態が解消されている。

相続人等の居住により１件、貸家に供することで１件、空
家状態が解消されたケースもある。

H30実態調査 空家解消６３件の内訳



寒川町の空き家に関わる具体的取り組み 【予防】

5

おくやみコーナー（死亡時に、ご遺族の手続き窓口をワンストップ化するサービス）で把握した空家数

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 総計

おくやみコーナー
受付件数

７件※ ２４件 ２１件 ２８件 ３５件 １１５件

※R２年度は年度途中から開始

R2年度以降、おくやみコーナーで把握した空家数

計１１５件 のうち ３４件は空家状態が解消されている。

残りの８１件は継続的に確認を行っていく。

R6年度に受付した３５件はすべて空家のまま。滅失・

売買などで空家状態が解消されるまで1～２年要する傾

向がある。

おくやみコーナー 空家解消３４件の内訳
R7.1.1時点で３４件が空家状態解消



寒川町の空き家に関わる具体的取り組み 【除却・利活用】
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おくやみコーナーにおいて、相続登記や取壊し・樹木剪定等に関する相談先の情報を提供し、
空き家状態の解消や適正管理に繋げるべく取り組んでいる。

空き家の譲渡所得に係わる
3,000万円特別控除の案内

神奈川県の外郭団体を通じた
司法書士、建築士等専門家の紹介



寒川町の空き家に関わる具体的取り組み

7

【適正管理】

近隣住民からの相談・苦情や町内パトロール等で把握した、適切な管理がされていない空家等に対し、
訪問や文書等により適正管理を促し、改善が見られない場合には適切な段階で空家法に基づく措置を実施。

適正管理依頼
新規対応件数

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 総計

１８件 １２件 １７件 １０件 ７件 ６４件

R7.1.1時点で２６件が空家状態解消
適正管理依頼 空家解消２６件の内訳

R2年度以降、主に地域住民からの苦情把握した空き家数は計６４件。

このうちR7.1.1時点で ２６件は空家状態が解消されている。

上記数値は各年度に新規で対応した件数の合計値で、適正管理が

行われるよう、継続的な確認・指導等を行っている。



R6年度末時点 町が把握している空き家件数
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各調査等において現在空き家であるもの

①Ｈ３０空き家実態調査 ８２件 各データで重複する物件（1６件）を考慮

②おくやみコーナー ８１件 計 １８５ 件

③適正管理依頼 ３８件

Ｒ５年度末時点の件数 １７８件 （R5末→R6末 +7件）

おくやみコーナーにおける対応件数が増加傾向であることから、今後も増加が見込まれる



寒川町の空き家に関わる具体的取り組み
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【適正管理】【除却】

家屋全体を覆う雑草、屋根等の建材の腐食について地域住民から町に相談があった。現地確認・調査を
行ったところ、当該家屋は借地上に建築されており、土地所有者は全くの他人だった。家屋所有者の相
続人と、所有者の知人で本人の死亡前後に世話をしていた弁護士と連絡を取ることが出来た。

改善前（雑草繁茂 家屋破損）

空家の画像は

委員資料にのみ掲載



寒川町の空き家に関わる具体的取り組み
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関係者と調整をすすめるなかで、所有者の知人に当たる弁護士が中心となって家屋相続人や土地所有者と
の協議を整え、当該家屋の除却に至った。

【適正管理】【除却】

改善後（除却）

空家の画像は

委員資料にのみ掲載



寒川町の空き家に関わる具体的取り組み

11

【予防】

次年度からの新たな取り組みとして、県住宅計画課の協力を得て水道の利用状況情報を取得し、その利用

状況から新たに空家となった可能性のある家屋を把握・現地調査等により「空家等」と判断できたものに

ついて、所有者・相続人に対してパンフレット等の提供や、必要に応じて指導等も含めた対応を行い、

適正管理につなげられるよう取り組む準備をしています。


